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青
森
県
告
示
第
六
十
八
号

平
成
九
年
八
月
四
日
青
森
県
告
示
第
五
百
三
十
四
号

(

公
印
の
印
影
を
印
刷
す
る
こ
と
が
で
き
る

文
書)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
十
五
年
二
月
五
日

青
森
県
知
事

木

村

守

男

第
五
十
三
号
を
第
五
十
四
号
と
し
、
第
十
九
号
か
ら
第
五
十
二
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、

第
十
八
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
九

青
森
県
立
保
健
大
学
に
係
る
卒
業
証
書
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学
位
記
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森
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九
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の
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臨
時
検
査
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次
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お
り
施
行
す
る
の
で
、
家
畜
改
良
増
殖
法
施
行
規
則

(

昭
和
二
十

五
年
農
林
省
令
第
九
十
六
号)

第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
表
す
る
。
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青
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木
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男
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又
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畜
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青
森
県
告
示
第
七
十
号

飼
料
の
安
全
性
の
確
保
及
び
品
質
の
改
善
に
関
す
る
法
律

(

昭
和
二
十
八
年
法
律
第
三
十
五
号)

注

試
験
結
果
の
概
要
の
欄
中
栄
養
成
分
に
関
す
る
検
査
に
あ
っ
て
は
、
個
別
検
査
項
目
別
に
分
析

結
果
を
示
し
、
違
反
の
内
容
の
欄
に
表
示
成
分
量
に
対
す
る
過
不
足
量
等
を
示
す
。

青
森
県
告
示
第
七
十
一
号

家
畜
伝
染
病
予
防
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号)

第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

家
畜
伝
染
病
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
十
五
年
二
月
五
日

青
森
県
知
事

木

村

守

男

第
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
平
成
十
五
年
一
月
十
四
日
収
去
さ
せ
た
飼
料
の
試
験
の
結
果
の

概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
の
で
、
同
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
公
表
す
る
。

平
成
十
五
年
二
月
五
日

青
森
県
知
事

木

村

守

男

青
森
県
告
示
第
七
十
二
号

農
林
水
産
大
臣
か
ら
、
次
の
と
お
り
森
林
に
つ
い
て
保
安
林
の
指
定
を
解
除
し
よ
う
と
す
る
旨
の

通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
森
林
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
三
十
条
の
規
定
に
よ

り
告
示
す
る
。
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検

査

期

日

検

査

場

所

平
成
一
五
・
二
・
一
八

八
戸
市
大
字
尻
内
町
字
蛇
ノ
沢
一
一

山
内
正
孝

畜
舎

家
畜
伝
染

病
の
種
類

家
畜
の

種

類

患
畜
、
疑
似

患
畜
の
別

頭
数

発
生
の
場
所
又
は
区
域

発

生

年
月
日

ヨ
ー
ネ
病

牛

患

畜

�

上
北
郡
天
間
林
村

平
成

��･

�･

��

�

西
津
軽
郡
車
力
村

��･

�･

��

� �

丸
光
水
産
株
式
会
社

本
社
工
場

八
戸
市
諏
訪
二
丁
目
26－
16

有
限
会
社
丸
三
三
浦
商
店

八
戸
市
市
川
町
字
下
揚
49－
7

製
造
事
業
場
等
の

名
称
及
び
所
在
地

同
左

同
左

収
去
場
所

55％
フ
ィ
ッ
シ
ュ
ミ
ー
ル

60％
フ
ィ
ッ
シ
ュ
ミ
ー
ル

飼
料
の
名
称

15.1

15.1

製造年月

59.2

65.0

粗たん白質％

試
験

結
果

の
概

要

―

10.1

粗脂肪％

― ―

カルシウム％

― ―

リン％

―

0.1

粗繊維％

14.5

15.6

粗灰分％

0.1

0.1

揮
塩基
発
性窒
性
素％

― ―

水溶性窒素％

― ―

ペ
消
プ
化
シン
率％

― ―

���％

― ―

��

kcal/kg

7.9

8.0

そ
検
の他の
査

水
分
％

違反の内容
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平
成
十
五
年
二
月
五
日

青
森
県
知
事

木

村

守

男

一

解
除
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

上
北
郡
六
ケ
所
村
大
字
泊
字
泊
山
一
の
一

(

国
有
林
。
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。)

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

干
害
の
防
備

三

保
安
林
を
解
除
し
よ
う
と
す
る
理
由

道
路
用
地
と
す
る
た
め

(
｢

次
の
図｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
青
森
県
農
林
水
産
部
林
政
課
及
び
六
ケ
所
村
役
場
に

備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

青
森
県
告
示
第
七
十
三
号

農
林
水
産
大
臣
か
ら
、
次
の
と
お
り
森
林
に
つ
い
て
保
安
林
の
指
定
を
解
除
し
よ
う
と
す
る
旨
の

通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
森
林
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
三
十
条
の
規
定
に
よ

り
告
示
す
る
。

平
成
十
五
年
二
月
五
日

青
森
県
知
事

木

村

守

男

一

解
除
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

上
北
郡
六
ケ
所
村
大
字
泊
字
泊
山
一
の
一

(

国
有
林
。
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。)

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
崩
壊
の
防
備

三

保
安
林
を
解
除
し
よ
う
と
す
る
理
由

道
路
用
地
と
す
る
た
め

(
｢

次
の
図｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
青
森
県
農
林
水
産
部
林
政
課
及
び
六
ケ
所
村
役
場
に

備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

青
森
県
告
示
第
七
十
四
号

公
有
水
面
埋
立
法

(

大
正
十
年
法
律
第
五
十
七
号)

第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
十
五

年
一
月
二
十
一
日
公
有
水
面
の
埋
立
て
の
免
許
の
出
願
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
三
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
、
そ
の
要
領
を
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
書
面
及
び
図
書
は
、
告
示
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
週
間
、
三
沢
市
役
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
五
年
二
月
五
日

青
森
県
知
事

木

村

守

男

一

出
願
人
の
住
所
及
び
名
称
並
び
に
そ
の
代
表
者
の
住
所
及
び
氏
名

１

出
願
人
の
住
所
及
び
名
称

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

青
森
県

２

代
表
者
の
住
所
及
び
氏
名

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

青
森
県
知
事

木
村
守
男

二

埋
立
区
域

１

位
置

三
沢
市
港
町
一
丁
目
三
か
ら
五
の
地
先
公
有
水
面

２

区
域

次
の
①
の
地
点
か
ら
⑫
の
地
点
ま
で
を
順
次
に
直
線
で
結
ん
だ
線
及
び
⑫
の
地
点
と
①
の
地

点
を
直
線
で
結
ん
だ
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域

①
の
地
点

三
沢
市
鹿
中
二
丁
目
五
八
の
一
三
七
に
設
置
さ
れ
た
三
等
三
角
点

(

大
津)

(

北

緯
四
〇
度
四
〇
分
五
六
秒
・
五
四
一
九
、
東
経
一
四
一
度
二
五
分
三
〇
秒
・
七
四

一
三)

か
ら
一
二
二
度
二
六
分
五
五
秒
一
、
四
五
四
・
二
五
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

②
の
地
点

①
の
地
点
か
ら
三
四
六
度
三
一
分
一
五
秒
二
一
・
九
九
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

③
の
地
点

②
の
地
点
か
ら
七
六
度
三
三
分
五
五
秒
四
九
・
九
九
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

④
の
地
点

③
の
地
点
か
ら
一
六
六
度
三
三
分
五
五
秒
一
七
・
七
五
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑤
の
地
点

④
の
地
点
か
ら
七
六
度
三
三
分
五
五
秒
一
一
〇
・
五
二
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑥
の
地
点

⑤
の
地
点
か
ら
三
四
六
度
三
三
分
五
五
秒
一
四
・
五
七
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑦
の
地
点

⑥
の
地
点
か
ら
七
六
度
三
三
分
五
五
秒
三
〇
・
〇
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑧
の
地
点

⑦
の
地
点
か
ら
一
六
六
度
三
三
分
五
五
秒
二
七
・
三
八
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑨
の
地
点

⑧
の
地
点
か
ら
七
六
度
三
三
分
五
五
秒
一
〇
・
三
五
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑩
の
地
点

⑨
の
地
点
か
ら
一
六
六
度
三
二
分
五
三
秒
一
四
・
九
四
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点
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⑪
の
地
点

⑩
の
地
点
か
ら
二
五
六
度
三
三
分
五
五
秒
一
五
〇
・
八
〇
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑫
の
地
点

⑪
の
地
点
か
ら
三
四
六
度
二
八
分
〇
四
秒
二
三
・
五
一
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

３

面
積

五
、
五
八
九
・
二
五
平
方
メ
ー
ト
ル

三

埋
立
て
に
関
す
る
工
事
の
施
行
区
域

１

位
置

三
沢
市
港
町
一
丁
目
一
、
三
か
ら
五
及
び
八
の
地
内
、
並
び
に
港
町
一
丁
目
一
、
三
か
ら
五

の
地
先
公
有
水
面

２

区
域

次
の
イ
の
地
点
か
ら
チ
の
地
点
ま
で
を
順
次
に
直
線
で
結
ん
だ
線
及
び
チ
の
地
点
と
イ
の
地

点
を
直
線
で
結
ん
だ
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域

イ
の
地
点

三
沢
市
鹿
中
二
丁
目
五
八
の
一
三
七
に
設
置
さ
れ
た
三
等
三
角
点

(

大
津)

(

北

緯
四
〇
度
四
〇
分
五
六
秒
・
五
四
一
九
、
東
経
一
四
一
度
二
五
分
三
〇
秒
・
七
四

一
三)

か
ら
一
二
五
度
四
一
分
〇
六
秒
一
、
四
七
八
・
一
〇
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ロ
の
地
点

イ
の
地
点
か
ら
三
四
六
度
四
九
分
〇
〇
秒
一
四
二
・
四
七
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ハ
の
地
点

ロ
の
地
点
か
ら
七
六
度
三
三
分
五
五
秒
一
五
四
・
八
一
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ニ
の
地
点

ハ
の
地
点
か
ら
三
四
六
度
三
三
分
五
五
秒
四
二
・
〇
五
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ホ
の
地
点

ニ
の
地
点
か
ら
七
六
度
三
三
分
五
五
秒
一
三
〇
・
〇
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ヘ
の
地
点

ホ
の
地
点
か
ら
一
六
六
度
三
三
分
五
五
秒
五
〇
・
五
三
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ト
の
地
点

ヘ
の
地
点
か
ら
一
九
六
度
一
四
分
三
七
秒
七
〇
・
二
二
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

チ
の
地
点

ト
の
地
点
か
ら
一
六
六
度
三
四
分
二
四
秒
七
二
・
九
五
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

３

面
積

四
二
、
四
九
一
・
四
九
平
方
メ
ー
ト
ル

四

埋
立
地
の
用
途

漁
港
施
設
用
地

青
森
県
告
示
第
七
十
五
号

公
有
水
面
埋
立
法

(

大
正
十
年
法
律
第
五
十
七
号)

第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
十
三

年
十
二
月
二
十
八
日
免
許
し
た
公
有
水
面
の
埋
立
て
に
つ
い
て
、
同
法
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
、
平
成
十
五
年
一
月
二
十
九
日
次
の
と
お
り
埋
立
て
に
関
す
る
工
事
の
し
ゅ
ん
功
の
認
可
を

し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

な
お
、
免
許
等
の
関
係
図
書
の
写
し
は
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
起
算
し
て
十
年
を
経
過
す
る
日
ま

で
佐
井
村
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
さ
れ
る
。

平
成
十
五
年
二
月
五
日

青
森
県
知
事

木

村

守

男

一

認
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
名
称
並
び
に
そ
の
代
表
者
の
住
所
及
び
氏
名

１

認
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
名
称

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

青
森
県

２

代
表
者
の
住
所
及
び
氏
名

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

青
森
県
知
事

木
村
守
男

二

埋
立
区
域

１

位
置

下
北
郡
佐
井
村
大
字
佐
井
字
矢
越
六
八
の
五
、
六
八
の
一
、
六
八
の
二
及
び
六
八
の
三
の
地

先
公
有
水
面

２

区
域

次
の
①
の
地
点
か
ら
④
の
地
点
ま
で
を
順
次
に
結
ん
だ
線
及
び
①
の
地
点
と
④
の
地
点
と
を

結
ぶ
春
分
・
秋
分
の
日
の
満
潮
位

(

Ｔ
・
Ｐ
・
プ
ラ
ス
〇
・
六
四
二
メ
ー
ト
ル)

に
お
け
る
公

有
水
面
と
陸
地
と
の
境
界
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域

①
の
地
点

下
北
郡
佐
井
村
大
字
佐
井
字
矢
越
地
内
に
設
置
さ
れ
た

｢

二
等
三
角
点

矢
越｣

(

北
緯
四
一
度
二
四
分
四
〇
秒
、
東
経
一
四
〇
度
五
一
分
一
五
秒)

か
ら
三
〇
七

度
五
九
分
一
五
秒
一
、
〇
七
四
・
二
二
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

②
の
地
点

①
の
地
点
か
ら
三
八
度
五
〇
分
一
三
秒
二
九
・
八
六
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

③
の
地
点

②
の
地
点
か
ら
一
二
一
度
四
一
分
四
九
秒
二
三
・
六
八
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

④
の
地
点

③
の
地
点
か
ら
二
〇
〇
度
五
五
分
〇
一
秒
二
九
・
九
三
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

３

面
積

七
四
九
・
〇
五
平
方
メ
ー
ト
ル

青
森
県
告
示
第
七
十
六
号

次
の
青
森
県
収
入
証
紙
の
売
り
さ
ば
き
人
の
住
所
及
び
売
り
さ
ば
き
場
所
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
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変
更
が
あ
っ
た
の
で
、
青
森
県
証
紙
条
例

(

昭
和
三
十
九
年
四
月
青
森
県
条
例
第
十
号)

第
九
条
の

規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
五
年
二
月
五
日

青
森
県
知
事

木

村

守

男

一

売
り
さ
ば
き
人
の
住
所
及
び
名
称

八
戸
市
北
白
山
台
二
丁
目
二
の
六

株
式
会
社
ふ
じ
や

二

変
更
内
容

１

変
更
前
の
住
所
及
び
売
り
さ
ば
き
場
所

八
戸
市
大
字
根
城
字
白
山
平
一
四
の
一
一

２

変
更
後
の
住
所
及
び
売
り
さ
ば
き
場
所

八
戸
市
北
白
山
台
二
丁
目
二
の
六

公

告

青
森
県
立
保
健
大
学
清
掃
作
業
等
の
委
託
に
係
る
一
般
競
争
入
札

次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
に
よ
り
契
約
を
締
結
す
る
の
で
、
地
方
自
治
法
施
行
令

(

昭
和
二
十

二
年
政
令
第
十
六
号)

第
百
六
十
七
条
の
六
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
五
年
二
月
五
日

青
森
県
知
事

木

村

守

男

一

一
般
競
争
入
札
に
付
す
る
事
項

次
に
掲
げ
る
作
業
の
委
託

１

作
業
名

青
森
県
立
保
健
大
学
清
掃
作
業
等
業
務
委
託

２

作
業
内
容

入
札
説
明
書
に
よ
る
。

３

作
業
期
間

平
成
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
十
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

４

作
業
場
所

青
森
県
立
保
健
大
学

(

青
森
市
大
字
浜
館
字
間
瀬
五
八
の
一)

二

入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格

１

地
方
自
治
法
施
行
令
第
百
六
十
七
条
の
四
第
一
項
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
者
に
該
当
し
な

い
者
で
あ
る
こ
と
。

２

平
成
十
三
年
七
月
九
日
青
森
県
告
示
第
四
百
二
十
一
号

(

物
品
等
の
競
争
入
札
参
加
資
格)

、

平
成
十
四
年
一
月
九
日
青
森
県
告
示
第
七
号

(

物
品
等
の
競
争
入
札
参
加
資
格)

、
平
成
十
四

年
二
月
一
日
青
森
県
告
示
第
四
十
三
号

(

物
品
等
の
競
争
入
札
参
加
資
格)

又
は
平
成
十
五
年

一
月
三
十
一
日
青
森
県
告
示
第
五
十
九
号

(

物
品
等
の
競
争
入
札
参
加
資
格)

の
一
の
規
定
に

よ
り
清
掃
作
業
の
委
託
の
契
約
に
つ
い
て
Ａ
の
等
級
に
格
付
け
さ
れ
た
者
で
あ
る
こ
と
。

３

入
札
書
の
提
出
期
限
の
日
か
ら
開
札
の
日
ま
で
の
間
に
、
知
事
の
指
名
停
止
の
措
置
を
受
け

て
い
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

４

建
築
物
に
お
け
る
衛
生
的
環
境
の
確
保
に
関
す
る
法
律

(

昭
和
四
十
五
年
法
律
第
二
十
号)

第
十
二
条
の
二
第
一
項
第
一
号
又
は
第
六
号
の
事
業
に
係
る
都
道
府
県
知
事
の
登
録
を
受
け
て

い
る
こ
と
。

三

入
札
書
の
提
出
場
所
等

１

入
札
書
の
提
出
場
所
、
入
札
説
明
書
の
交
付
場
所
、
契
約
条
項
を
示
す
場
所
及
び
問
い
合
わ

せ
先青

森
市
大
字
浜
館
字
間
瀬
五
八
の
一

青
森
県
立
保
健
大
学
事
務
局
総
務
課

電
話

〇
一
七
―
七
六
五
―
二
〇
〇
五

２

入
札
書
の
提
出
期
限

平
成
十
五
年
三
月
二
十
七
日

午
後
四
時

３

開
札
の
場
所
及
び
日
時

青
森
市
大
字
浜
館
字
間
瀬
五
八
の
一

青
森
県
立
保
健
大
学
管
理
・
図
書
館
棟

二
階
大
会
議
室

平
成
十
五
年
三
月
二
十
八
日

午
前
十
時

四

入
札
保
証
金
及
び
契
約
保
証
金
に
関
す
る
事
項

青
森
県
財
務
規
則

(

昭
和
三
十
九
年
三
月
青
森
県
規
則
第
十
号)

第
百
三
十
二
条
、
第
百
三
十

三
条
及
び
第
百
五
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
。

五

契
約
書
の
取
り
交
わ
し
の
時
期

平
成
十
五
年
四
月
一
日

六

落
札
者
の
決
定
方
法

予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
最
低
の
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
を
行
っ
た
者
を
落
札
者
と

す
る
。
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七

そ
の
他

１

契
約
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
及
び
通
貨

日
本
語
及
び
日
本
国
通
貨

２

入
札
の
無
効

入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
の
な
い
者
の
し
た
入
札
及
び
入
札
に
関
す
る
条
件
に
違

反
し
た
入
札
は
、
無
効
と
す
る
。

３

入
札
書
の
記
載
方
法

落
札
決
定
に
当
た
っ
て
は
、
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
当
該
金
額
の
百
分
の
五
に
相
当

す
る
額
を
加
算
し
た
金
額

(
当
該
金
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
切

り
捨
て
た
金
額)

を
も
っ
て
落
札
価
格
と
す
る
の
で
、
入
札
者
は
、
見
積
も
っ
た
金
額
の
百
五

分
の
百
に
相
当
す
る
金
額
を
入
札
書
に
記
載
す
る
こ
と
。

４

入
札
手
続
の
停
止
等

平
成
十
五
年
度
青
森
県
一
般
会
計
予
算
が
成
立
し
な
い
と
き
は
、
本
件
入
札
の
手
続
に
つ
い

て
停
止
等
の
措
置
を
行
う
こ
と
が
あ
る
。

青
森
県
立
保
健
大
学
情
報
シ
ス
テ
ム
保
守
業
務
に
係
る
一
般
競
争
入
札

次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
に
よ
り
契
約
を
締
結
す
る
の
で
、
地
方
自
治
法
施
行
令

(

昭
和
二
十

二
年
政
令
第
十
六
号)

第
百
六
十
七
条
の
六
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
五
年
二
月
五
日

青
森
県
知
事

木

村

守

男

一

一
般
競
争
入
札
に
付
す
る
事
項

次
に
掲
げ
る
業
務
の
委
託

１

青
森
県
立
保
健
大
学
情
報
シ
ス
テ
ム
保
守
業
務

２

業
務
内
容

入
札
説
明
書
に
よ
る
。

二

委
託
期
間

平
成
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
十
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

三

入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格

１

地
方
自
治
法
施
行
令
第
百
六
十
七
条
の
四
第
一
項
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
者
に
該
当
し
な

い
者
で
あ
る
こ
と
。

２

平
成
十
三
年
七
月
九
日
青
森
県
告
示
第
四
百
二
十
一
号

(

物
品
等
の
競
争
入
札
参
加
資
格)

、

平
成
十
四
年
一
月
九
日
青
森
県
告
示
第
七
号

(

物
品
等
の
競
争
入
札
参
加
資
格)

、
平
成
十
四

年
二
月
一
日
青
森
県
告
示
第
四
十
三
号

(

物
品
等
の
競
争
入
札
参
加
資
格)

又
は
平
成
十
五
年

一
月
三
十
一
日
青
森
県
告
示
第
五
十
九
号

(

物
品
等
の
競
争
入
札
参
加
資
格)

の
一
の
規
定
に

よ
り
役
務
の
提
供
を
受
け
る
契
約
に
つ
い
て
Ａ
の
等
級
に
格
付
け
さ
れ
た
者
で
あ
る
こ
と
。

３

入
札
書
の
提
出
期
限
の
日
か
ら
開
札
の
時
ま
で
の
間
に
、
知
事
の
指
名
停
止
の
措
置
を
受
け

て
い
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

四

入
札
書
の
提
出
場
所
等

１

入
札
書
の
提
出
場
所
、
入
札
説
明
書
の
交
付
場
所
、
契
約
条
項
を
示
す
場
所
及
び
問
い
合
わ

せ
先青

森
市
大
字
浜
館
字
間
瀬
五
八
の
一

青
森
県
立
保
健
大
学
事
務
局
企
画
情
報
課

電
話

〇
一
七
―
七
六
五
―
二
〇
〇
九

２

入
札
書
の
提
出
期
限

平
成
十
五
年
三
月
二
十
七
日

午
後
五
時

３

開
札
の
場
所
及
び
日
時
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青
森
市
大
字
浜
館
字
間
瀬
五
八
の
一

青
森
県
立
保
健
大
学
管
理
・
図
書
館
棟

二
階
大
会
議
室

平
成
十
五
年
三
月
二
十
八
日

午
前
十
一
時
三
十
分

五

入
札
保
証
金
及
び
契
約
保
証
金
に
関
す
る
事
項

青
森
県
財
務
規
則

(

昭
和
三
十
九
年
三
月
青
森
県
規
則
第
十
号)

第
百
三
十
二
条
、
第
百
三
十

三
条
及
び
第
百
五
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
。

六

契
約
書
の
取
り
交
わ
し
の
時
期

平
成
十
五
年
四
月
一
日

七

落
札
者
の
決
定
方
法

予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
最
低
の
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
を
行
っ
た
者
を
落
札
者
と

す
る
。

八

そ
の
他

１

契
約
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
及
び
通
貨

日
本
語
及
び
日
本
国
通
貨

２

入
札
の
無
効

入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
の
な
い
者
の
し
た
入
札
及
び
入
札
に
関
す
る
条
件
に
違

反
し
た
入
札
は
、
無
効
と
す
る
。

３

入
札
書
の
記
載
方
法

落
札
決
定
に
当
た
っ
て
は
、
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
当
該
金
額
の
百
分
の
五
に
相
当

す
る
額
を
加
算
し
た
金
額

(

当
該
金
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
切

り
捨
て
た
金
額)

を
も
っ
て
落
札
価
格
と
す
る
の
で
、
入
札
者
は
、
見
積
も
っ
た
金
額
の
百
五

分
の
百
に
相
当
す
る
金
額
を
入
札
書
に
記
載
す
る
こ
と
。

４

入
札
手
続
の
停
止
等

平
成
十
五
年
度
青
森
県
一
般
会
計
予
算
が
成
立
し
な
い
と
き
は
、
本
件
入
札
の
手
続
に
つ
い

て
停
止
等
の
措
置
を
行
う
こ
と
が
あ
る
。

肥
料
登
録
の
失
効

肥
料
取
締
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
七
号)

第
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
肥
料
の
登

録
は
失
効
し
た
の
で
、
同
法
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
五
年
二
月
五
日

青
森
県
知
事

木

村

守

男

換
地
処
分

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
八
十
九
条
の
二
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
、

富
ノ
沢
地
区
の
県
営
土
地
改
良
事
業
に
係
る
換
地
処
分
を
し
た
の
で
、
同
条
第
十
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
法
第
五
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
五
年
二
月
五
日

青
森
県
知
事

木

村

守

男
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登
録
番
号

肥
料
の
種
類

肥
料
の
名
称

保
証
成
分
量

(

パ
ー
セ
ン
ト)

そ
の
他
の

規

格

生
産
業
者
の
氏

名
又
は
名
称
及

び
住
所

青
森
県
第

二
七
九
号

魚
か
す
粉
末

六
・
〇
魚
か

す
粉
末

窒
素
全
量六
・
〇

り
ん
酸
全
量
六
・
〇

な
し

太
平
物
産
株
式

会
社
秋
田
県
秋
田
市

卸
町
三
丁
目
三

の
一

� �



� �

(

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

発

行

所

・

発

行

人

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭

青
森
市
古
川
二
丁
目
一
七
番
五
号

東

奥

印

刷

株

式

会

社

印

刷

所

・

販

売

人
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